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４． 元農業試験場・南町駐車場に関しての考察 
（１）県民文化会館周辺地が抱える問題 

松山市駅から伊予鉄道の市内電車に乗り、道後温泉を目指して走ること約 10 数分、終点

道後温泉駅まであと２駅となる頃、左手に立派な建造物が目に飛び込んでくる。愛媛県県

民文化会館（ひめぎんホール）である。市電南町駅のすぐ北側に立地する昭和 61 年建築の

３階建コンクリート造の建物には、３千人を収容できる大ホールが備えられ、有名なミュ

ージシャン（最近では平井堅や Superfly 等）のコンサートをはじめ多くの大会・催しが開

催される。四国４県を見渡しても県民文化会館に匹敵するだけのものはなかなか見当たら

ない。まさに県のランドマークといっても過言ではない。 

県民文化会館がひときわ際立っているのは、周りの環境によるところも大きい。特に、

市電の線路を挟んだ南側は、広大な駐車場が広がっており、視界を遮るものがない。しか

し、市内でもいわばエア・ポケットと言ってもよいこの空間が生まれたのはそう最近のこ

とでもない。仮に 10 年前に遡り、市電から外を眺めてみたとしても、今日、市電から眺め

る景色とそれほど違わないことに驚くだろう。そして、そのことこそが、深層に沈む大き

な問題なのである。 

平成 15 年８月、県は、県民文化会館南側（南町１丁目・２丁目）に 19 億５千万円（正

確には 1,953,201,317 円、当時取得価額）の資金を投じて 10,212 ㎡の土地を購入した。観

光拠点である松山城と道後温泉の動線上に位置する地域特性から、ここに文化交流施設を

整備し賑わいをもたらそうという意図からである。計画では、県立図書館や県民公文書館

を始めとする文化施設や、賑わい道後村役場やフードコートといった観光施設が建設され、

文化活動や街の賑わいに貢献するはずであった（後述「愛媛県文化交流施設整備基本構想」

（以下、基本構想）参照）。計画が実施されていれば、街の様相は今とはガラリと変ってい

たに違いない。 

ところが実際は、財政難を理由として、一棟の建物の建設も行われず計画は凍結された

ままとなっている。既に購入した土地は、駐車場としての利用しかなされないまま９年と

いう年月だけが経過してしまった。本来であれば、図書館を利用しに訪れる県民の姿や、

地元の物産に見入る県外の観光客の姿を目にし、文化と賑わいを肌で感じ、県民であるこ

とに誇りを覚えることができたであろう。そうなるはずであったにもかかわらず、駐車場

としての便益しか提供できないまま、９年間という時間が過ぎ去ってしまったこと。これ

こそが、県民にとって大きな損失に他ならないと監査人は思わずにはいられない。 

さて、駐車場としての利用について目を転じると、土地の取得から平成 17 年度までは、

県は直営で駐車場の経営を行ってきたが、平成 18 年度からは、土地を民間業者に貸し出す

形を取り、民間業者に駐車場の運営を任せている。県は土地貸付の対価として、業者から

年間約３千万円（正確には 29,520,000 円）の地代を受け取る状態が続いている。 

ここで、土地の貸付については年間３千万円という結構な収入があるから、このままで

もいいのではという意見もあるかもしれない。しかし、投資額約 19 億 5 千万円に対して、

年間３千万円の収入というのは、年利に直すとわずか 1.54％の収益率にしかならない。単
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純化すれば、１年間１万円を投資して 154 円得るのと同じ構図なのである。なお悪いこと

には、県が行政目的で保有する不動産は固定資産税の対象とならないが、本物件のように、

使用の実態が民間の所有のものと類似しているものは国有資産等所在市町村交付金の対象

となり、県は松山市に交付金を収める必要がある。平成 24 年度の国有資産等所在市町村交

付金の金額は 13,498,351 円であった。即ち、土地の貸付収入 29,520,000 円から、交付金

の支払 13,498,351 円を差し引くと、その差額は 16,021,649 円。これを当初投資額

1,953,201,317 円で割ると 0.82％。もちろん賃貸料収益を得るためにこの土地を購入した

のではないし、県もこの利用法に満足している訳ではない。そのため、その利回りをここ

で議論することに意味がないことは理解している。ただ監査人としては、19 億 5 千万円を

投資して購入した土地が、このようにしか利用できていないと言う現実を述べたいだけで

ある。さらに、地価の推移状況からみても土地価格は、当初取得時（平成 15 年）から大幅

に下落（19 億 5 千万円⇒13 億 9 千万円（固定資産評価額））していることが明らかでもあ

る。 

県民文化会館の前に広がるあの広大な空間が、少なくとも現在までの９年間については

県民のために必ずしも有効に活用されているとは言えない状況にある。さらには、潜在的

損失まで内包していると予想される。「大規模施設整備の原則凍結が解除された際に、活用

が可能となる形で、暫定的に駐車場として利用に供している」と言う説明も理解できない

訳ではないが、それでも監査人の立場としては、県にとって非常に大きな問題であると考

えられ、これを提起するものである。 

 

※ 県民文化会館周辺地 
本報告書では、県民文化会館西側、及び、県道を挟んだ南側の県有地を指している 
（（６）基本構想の概要及び県民文化会館周辺地の現況参照）。 

 
（２）問題発生の原因 

（１）県民文化会館周辺地が抱える問題で提起した事項について、監査人は何故このよ

うな問題が発生したのかを検討してみた。問題の解決にあたっては、問題発生の原因と向

き合い究明を行っていくことが、今後、問題を解決していく上で欠かせないプロセスであ

ると考えるからである。 
① 土地取得とその後の事業継続意思 
監査人が、過去の関連文書を閲覧し、関係部署へ質問を行った結果、県民文化会館周辺

地を取得するに至った経緯は以下のとおりであった。 
 

年  月 事  項 

平成 13 年  4 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会を設置 
平成 13 年  5 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会第 1 回会議 
平成 13 年  7 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会第 2 回会議 
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平成 13 年  9 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会第 3 回会議 
平成 13 年 10 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会第 4 回会議 
平成 13 年 10 月 愛媛県文化交流施設整備構想基本方針（案）に対する 

パブリック・コメントを実施 
平成 14 年  3 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会第 5 回会議 
平成 14 年  9 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会第 6 回会議 
平成 15 年  2 月 愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会第 7 回会議 

愛媛県文化交流施設整備基本構想を策定 
平成 15 年  6 月 補正予算で用地取得費を計上 
平成 15 年  8 月 愛媛県議会の承認を経て土地を取得（民間から土地を購入） 

 
基本構想の検討過程では、県民文化会館周辺地の活用案が示されるとともに、事業費に

ついての検討もなされている。愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会（以下、検討委員

会）の第４回会議において、県民文化会館周辺地での建物整備費用は下限で 80 億円、上限

で 150 億円となることが報告されている。しかし、建物整備費用をどう工面するかについ

ては、国の補助についてわずかに言及があるものの、その後、第 7 回会議に至るまで、入

念に検討された形跡は当時の議事録からは見当たらない。土地については、基本構想が策

定されるや否や、４ヶ月後に補正予算が組まれ、その２ヶ月後に取得が完了したのと比較

すれば、対照的である。 

確かに平成 17 年度包括外部監査では上記のように記載されており、県民文化会館の前と

いう立地条件や土地確保の緊急性・必要性を考慮すれば土地の購入を優先させたことも理

解できない訳ではないが。 

所管課によると、平成 15 年度に民間活力を導入した事業実施プロセス調査を、平成 16

年度に事業化プロセス案の検討調査を行うなど、事業を進めていたとのことである。とこ

ろが、三位一体の改革により、平成 16 年度に 250 億円以上の地方交付税等の大幅削減が行

われ、財政状況が急激に悪化し、財源見通しの大幅な変更を余儀なくされる事態となった。

平成 17 年度策定の財政構造改革基本方針の中で、大規模事業等の新規着手を原則凍結する

方針が打ち出され、現在も整備未着手の状況となっているとのことである。 

以上の説明を受けてもなお、監査人が疑問を呈さざるを得ないのは、まずは、土地取得

と建物整備との温度差である。 

建物整備を始めとする事業の推進については、基本計画策定後、平成 15 年度に民間活力

を導入した事業実施プロセス調査が、平成 16 年度に事業化プロセス案の検討調査が行われ

たとされている。しかし、他市先進事例の調査の類は、検討委員会が開かれている平成 13

道後に近く、県民文化会館という県施設の前に位置する利用しやすい形をした一団の土

地であり、取得に動かなければマンション等が乱立してしまった後では遅いという判断

が働いたという当時の事情は理解できる 
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年から平成 15 年に行っておくべき性質のものではなかったか。さらに言えば、土地を取得

する前には具体的な事業計画の策定を終えているべきではなかったのか。もちろん平成 13

年から平成 15 年に調査事業を行っていたからといって、今回の場合必ずしも建物整備が可

能であったかどうかは分からない。しかしながら、土地を取得してから建物整備等の事業

を計画しているようでは、建物が整備されるまでの間、土地が有効に利用されない状態に

置かれることは明白である。にもかかわらず、土地を先行取得したことについて、県は十

分に認識しなければならないと考える（なお、この点については、平成 17 年度包括外部監

査においても取り上げられている）。 

次に、事業の継続意思についても県に問いたい。 

平成 17 年度に財政構造改革基本方針が策定され、大規模事業等の新規着手を原則凍結す

る方針が打ち出されたことは先に述べた。このことにより、当初の基本計画どおりに事業

を推進していくことは、極めて困難になったことは理解できる。しかしながら、多くの委

員に参画いただき、相当の時間を費やして策定した基本構想を、財政的に困難だからとい

う理由で長期間凍結し、土地を９年間も本来の使用目的ではない駐車場としてしか利用で

きず、凍結解除の時期も不明であるにもかかわらず、それらの点に対してその後十分な説

明があったとは思えない状況に、県民は納得できるであろうか。財政が厳しいのであれば、

規模を縮小する、大幅に民間に委ねるなど、事業を根本的に練り直すことが必要なのでは

ないかと一般には考えるはずだ。あるいは、今後も財政の見通しは立たないことがかなり

の確率で予測されるのであれば、事業を白紙にし、所管換えを行って、他の部課で有効活

用してもらうことも考えるべきではないか。さらには、県民が納得できる具体的な活用法

がないのであれば、ある程度の期間を目途に、売却を視野に入れることも考えざるを得な

いのでないか。そしてその経過を県民にオープンにすべきではないのか。これが、県の大

切な財産を預かっている所管課が果たすべき役割であろう。県民文化会館周辺地の取扱い

については、その後も検討がなされているようであり、一部を以下に紹介する。しかし、

県民文化会館周辺地について、その後の経緯や今後の見通しが十分に県民に説明されてい

るとは言えず、県の対応は必ずしも県民目線と一致しているとは思えない。「行財政改革の

徹底した推進が求められている中で、最少のコストで最大の県民満足を提供」しようと前

向きに取り組んでいる姿勢まで否定する気はないが、ただ県民に対して具体的な報告がな

い状況では「最大の県民満足を提供」が十分になされてきたとは思えない。 

 

平成 23 年総務企画委員会議事録（平成 23 年 10 月 3 日実施） 

委員から、「土地を他部課へ融通あるいは他へ売却することはどうか」という意見を受けて、

総合政策課長の回答 

現在は、財政状況の関係で新規施設の整備が凍結をされているというような状況にある

わけでございますが、今後、仮に財政面を初め、さまざまな観点から凍結解除の条件が

整った場合等につきましては、構想の具現化に向けては、再度さまざまな観点から検討

してまいりたいというふうに考えているところでございます。 
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委員から、長期間土地を押さえておくことの疑問を受けて、総合政策課長の回答 

 

これらを受けて、企画振興部長の回答 

 
② 民間活用の検討 
基本構想「Ⅵ整備運営手法等」の中で、事業の推進について以下の２点を検討すること

が謳われている。 

 現下の厳しい財政状況に鑑み、整備費はもとより、管理運営費も含めた総合的な見地

から、最も経費節減効果の高い手法を導入する。 
 民間の創意工夫の発揮によってサービスの質的向上が図られるよう、積極的に民間活

力を活用する。 
民間活力の導入は、検討委員会の会議の中で何度も触れられており、事業の成功のため

には欠かすことのできない検討課題であったと推測する。特に、メイン棟の建設や附属駐

車場の運営については、ＰＦＩ方式（Private Finance Initiative）の導入が言及される

など、相当に意識が高かったものと考えられる。 

土地取得後は、前述のように、平成 15 年度に民間活力を導入した事業実施プロセス調査

が、平成 16 年度に事業化プロセス案の検討調査がそれぞれ行われているが、結果として、

民間活力を用いて事業を実施するまでに至っていない。建物の整備が進まないのは財政的

な原因があったにせよ、ＰＦＩ方式あるいは民間に対する借地や定期借地権の設定等の方

文化交流施設整備基本構想に対しましては、これまでも県議会の総務企画委員会であ

りますとか、地域活性化対策特別委員会等の場におきまして、複数の委員からその見直

しを求める意見が出されているところでございまして、そういうことは十分承知をいた

しておりますが、企画振興部といたしましては、当該土地につきましては、基本的に文

化交流施設を整備していく土地として位置づけを出しているところでございまして、そ

うした意見があることについては重く受けとめさせていただいているところではござい

ますが、基本的にはそういう形を考えておるところでございます。 

 ただ現状におきましては、施設整備そのものが凍結をされておりまして、財政状況が

非常に厳しい中にありまして、直ちにゴーサインが出される状況にもないということで、

現在のところは、委員もおっしゃいましたように、土地を暫定的に駐車場用地として貸

し付けをする中、類似施設の情報収集でありますとか、整備手法の検討などを粛々と進

めているところでございまして、具体的な見直し作業等は行っていない状況でございま

すので、御理解いただきたいと思います。 

具体的な県として有効な活用ということで構想が出てくれば、それに対して向き合っていく

気持ちは十分あります。ですけれども、今の段階ではそういうお話は私らの耳には届いてい

ないというのが現状であります。（中略）県の財産の有効活用ということについては、前向き

に取り組んでいきたいと思っております。 
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法を用いて、基本構想を実現する可能性はなかったのだろうか。その辺りについて県民に

十分な説明がなされているとは思えない。15、16 年度に実施された調査について結局どの

ような結論になったのかは聞いた記憶はない。後述する桑名市立図書館の事例では、計画

策定後、１年以内にＰＦＩ推進検討会が設置され、その２年後には財団法人日本経済研究

所にＰＦＩ導入可能性調査の委託を行うなど、その動きはスピーディーである。これに対

して県は民間活用の検討及びその実現の努力が足りなかったと言われても仕方がないよう

に感じられる。今後、基本構想を推進するにせよ、あるいは、基本構想を修正していくに

せよ、県民が十分に納得できるような検討及び説明をして頂きたい。 

 
③ 前回の包括外部監査での意見 
今回の包括外部監査のテーマは、「公有財産（土地・建物を中心に）の有効活用について」

である。実は、県民文化会館周辺地に関しては平成 17 年度の包括外部監査でも一部触れら

れている（テーマ：愛媛県の財産の管理状況について）。 

平成 17 年度包括外部監査での記載は次のとおりである。 

もちろん、報告書自体は、今後の土地取得のあり方に対して警鐘を鳴らしたものであっ

て、県民文化会館周辺地をどのようにすべきかということに言及している訳ではない。し

かし、県民文化会館周辺地の取得とその後の事業の凍結を契機として書かれたものである

以上、県としては、包括外部監査の結果については未利用財産であることの観点からも受

け止める姿勢が必要だったのではないかと思われる。 

その意味では、事業を縮小・変更する訳でもなく、所管換えあるいは売却に向かう訳で

もなく、事業が凍結されたまま９年間も据え置かれたという結果だけを見ると、その対応

が十分であったと県民に胸を張って言えるであろうか。 

監査人が、一番憂慮しているのがこの点なのである。包括外部監査のみならず、これま

でにも委員会や議会等で県民文化会館周辺地についていろんな意見が出てきたに違いない。

そこで有効かつ具体的な代替案はなかったかもしれないが、その点についても県民に対し

て納得できる説明はない。今後も長期にわたって県民文化会館周辺地が本来の目的に活用

なされない事態が続き、それに対する十分な説明もないとしたら、県民にとって大いなる

損失となるのではなかろうか。「大規模施設整備の原則凍結が解除された際に、活用が可能

となる形で、暫定的に駐車場として県民の利用に供しているとともに、維持管理費で県費

の負担が発生しないように努力している。」という説明だけでは不十分である。 

 

取得した土地は県民文化会館の眼前ということもあり、県が取得に動いた理由も理解で

きる。しかし、県財政の悪化もあり、土地の利用に目途がたっていない。今後は、基本

構想が施設の規模や金額等が具体化しない段階でもって土地等を先行取得するという方

法は取るべきではない。 
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（３）問題の打破に向けて 

我々は、（１）県民文化会館周辺地が抱える問題において潜在的な問題の掘り起こしを行

い、（２）問題発生の原因において基本構想の阻害要因を取り上げてきた。ここでは“Stuck 

in the mud”、まさに泥に足を取られて立ち往生している状態から、如何に足を踏み出して

いくかについて述べたいと思う。 

まずは、基本構想に立ち戻る必要があるだろう。基本構想を策定したのは、愛媛県文化

交流施設整備構想検討委員会である。検討委員会は、図書館専門部会、国際交流センター

専門部会、ホール専門部会、広域交流施設等検討専門部会の４つの専門部会から成り、検

討委員会及び専門部会を含め、民間を含む有識者 54 名から構成されている会議体である。

監査人としては、これだけ多数の有識者が２年間にわたって検討した基本構想には、県民

を代表しての意見、いわば県民の意思が多分に含まれていると判断している。 

ただ、基本構想策定から既に９年という時間が経過した今となっては、基本構想と、県

民の意思あるいは県の施策と乖離が生じている可能性は多分にある。そこで、まずは、基

本構想が現在でもなお、生きているものなのかどうなのか、つまり県はこの基本構想を今

でもそのまま実現する意思があるのかどうかについて早急に再確認することが必要である。 

意思決定の再確認について、監査人は以下のフローチャートを掲げてみた。意思決定の

結果によって、以下（４）基本構想に対するコメント、及び、（５）計画変更に対するコメ

ントにおいて、詳細な議論を行いたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 15 年策定

基本構想 

(A) 
実施する 

(B) 
実施しない 

PFI 方式等を始めとする民間

活用について検討すべき 

(B1) 
計画を修正して実施する 

(B2) 
計画を中止する 

（４）基本構想に対

するコメントへ 

（５）計画変更に対

するコメントへ 

全く別の形で土地を

活用（新たな基本構

想等の策定が必要）

もしくは土地売却の

検討も必要 
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（４）基本構想に対するコメント 

平成 15 年策定の基本構想ではその目的として、以下のことを掲げている。また、基本コ

ンセプトに「人と文化が行き交う交流拠点の形成」を設定している。（３）問題の打破に向

けてにおいて述べた基本構想に対する意思再確認の結果、事業を継続して行うことが確認

された場合、まずは、事業の推進によりこれらの目的が達成されるのか念頭に置く必要が

ある。 

 

監査人は、基本構想を通査し、また、松山及び愛媛さらには日本全体を覆う社会情勢に

照らして基本構想について再検討した。この結果、基本構想には以下の事業リスクがある

と考えられる。事業の推進については、これらの点を考慮して頂きたい。 
 
① 県立図書館 
県立図書館は松山城城山公園内に設置されているが、建物の老朽化が進んでいる。建替

も検討されているが、現在地は国指定史跡内にあることから、基本構想において県民文化

会館周辺地への移転が計画されている。 

ただ、もともと松山市立図書館もあることから、何らかの差別化が必要である。近隣住

民が利用するだけの図書館ではなく、県立図書館として広く県民に利用されることを念頭

に図書館の構想を策定すべきである。例えば、横浜市西区では、横浜市中央図書館と神奈

川県立図書館とが徒歩 10 分程度と近接している。横浜市中央図書館では、広く一般市民の

利用を想定した蔵書となっており、他方、神奈川県立図書館では、美術館図録、全国自治

体史、社史等、研究書や専門書を中心とした構成となっており棲み分けができている。 

基本構想では、音声・映像、デジタル情報、デジタル技術などの分野にも対応した総合

的情報センターとしての機能も謳われている。そこで、県としては、所蔵資料の大半をデ

ジタルメディアに特化することも検討してみてはどうだろうか。例えば、採算性が合わな

いために民間企業が取扱いをやめた CD やビデオ、DVD 等もくまなく収集し、県民の目に触

れる機会を創出する。さらには、収集したメディアが稀少であるほど、わざわざ県外から

来場者が足を運ぶ機会も増えてくるだろう。 

 
② 県立公文書館 
基本構想では、歴史資料として貴重な公文書や古文書等を県民の共通財産として将来に

わたって適切に収集・保存し公開する体制を担う場として、県立公文書館に触れている。 

文化交流を促進するためには、多くの人々が地域固有の文化に触れ、理解を深め、受け

継ぎ、あるいは新たに創造していくことができる「拠点となる場」を形成することが重

要である。そのためには、文化資源に恵まれ、交流基盤の整った場所を「文化交流拠点」

として位置付け、そこに文化をテーマとして人々が集い、知識や情報が蓄積･発信され、

鑑賞･研究･発表などの多彩な活動が展開され、人と文化の行き交う中核施設を配置する

必要がある。 
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ただ、公文書の公開によってどれだけ多くの人を集められるかは疑問である。そもそも

公文書の閲覧を希望する県民がどれだけいるのだろうか。まずは、県庁内あるいは現在の

図書館において公文書の公開を実施し、どれほどの効果がでるのかを測定することが大事

ではなかろうか。  
さらには、同様の性質を持つ施設として愛媛県歴史文化博物館をあげたい。同館は、愛

媛県西予市宇和町に位置しているが、非常に大規模な施設であり、歴史資料の収集を集約

することは十分可能と思われる。以下に、愛媛県歴史文化博物館の開館目的を記載する。

基本構想の推進にあたっては考慮に入れて頂きたい。 

 
③ 国際交流センター 
国際交流センターは当初、県立図書館、県立公文書館と並んで県民文化会館周辺地に建

設される予定であったが、現在、県民文化会館西側（元農業試験場）にて仮設運営されて

いる。県内で暮らす外国人の数は 8,857 人、出身国は 82 ヶ国に上っており、センターは、

国際交流事業の展開により、国際的視野を有する人材を育成し地域の活性化を図るととも

に、諸外国との友好親善に寄与することを目的に運営されている。平成 23 年度の事業報告

書を閲覧したところ、 日本人向け・外国人向けのメールマガジンの配信（日本語、英語、

中国語、韓国語）、えひめ国際まつりの開催、語学講座や交流員の出身国の文化の紹介や異

文化理解などをテーマとした講座の開催等の事業を行っている。 

このように、国際交流センター自体は確かに人の交流が生じる施設であるため、基本構

想どおりに運営されるならば、他の施設と相まって文化交流拠点としての相乗効果を生み

出していくものと思われる。ただ現状は、県民文化会館西側（元農業試験場）にて単独で

運営されており他の施設との相乗効果は生み出されていないこと、また、国際交流センタ

ーの入居建物は仮設であり、近い将来、移転の必要性に迫られることを考えれば、基本構

想の実現に時間を要するようであれば、全く別の場所に移転することも視野に入れる必要

がある。後述するように、元農業試験場自体が有効活用されていると言えないことから、

仮に国際交流センターが他の場所に移転することができれば、跡地の有効利用が可能とな

る。 

なお、同時に併設される予定だったパスポートセンターは、平成 22 年８月からの県下全

市町への旅券事務の権限移譲により、市役所・町役場での手続となっていることから、当

該部分については基本構想の修正が必要である。 

 

④ 文化活動支援型多機能ホール 
県民文化会館が大規模な集会・催しに対応することができるホールを有しているのに対

『愛媛県歴史文化博物館は、伊予・愛媛の歴史・民俗・考古等に関する様々な資料を継

続的に収集・整理・保存して、特別展・企画展・テーマ展等の展示事業や教育普及活動

に活用し、伊予・愛媛の歴史や文化に親しんでいただくことを目的として、平成 6 年 11
月に愛媛県東宇和郡宇和町（現西予市宇和町）に開館いたしました。』 
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し、少人数のグループや団体による演劇や舞踊等多彩な活動に対応できる施設が不足して

いるとの声の下、基本構想にその整備が盛り込まれている。 
しかし、こういった個人や団体の活動について行政がどこまで関与すべきかを再検討す

ることは必要である。特に、県という広域行政を担う自治体が関わるべきことなのか、そ

れとも市町で検討するものなのか、あるいは、民間に任せる性質のものなのか。基本構想

では、ホール内で文化ボランティアの育成や技術指導といったことにも言及しているが、

公的機関がこういった分野に参入して成功した事例と言うのはあまり聞かない。仮に、実

施するにしても文化ボランティアの育成や技術指導の任に就く者は、やはり民間から発掘

してくる必要がある。そうであれば、県が当該ソフト事業を行うことについて強固な理由

が必要になろう。 
また、ハード面についても、各市町には公民館等が既にあること、また、各市町でも遊

休施設を抱えていることを考えれば、本当に文化活動支援型多機能ホールを建設する必要

があるかどうか入念に検討頂きたい。 
 
⑤ 愛媛体験館・愛媛ゆかりの人物館 
基本構想では、道後等を訪れた県外来訪者や県民に対し、愛媛に関する情報を提供する

役割を担う施設と謳われており、映像機器等を活用した体験型の施設を目指すとある。 

ただ、市内には、坂の上の雲ミュージアムや子規記念博物館などの施設が既にあり、こ

れら施設でも来場者の確保に汲々としている状況から考えると、愛媛体験館・愛媛ゆかり

の人物館を新設することが必要かと問わざるを得ない。 

これら施設を訪れることで愛媛の地域や人物について理解を深めることができるのがコ

ンセプトなのだろうが、小中学校の児童生徒が授業の一環として訪れるだけの施設になり

はしないか。仮に、私が道後を訪れた一観光客とするならば、このような施設に立ち寄る

余裕はないだろう。何故ならば、正岡子規が 17 歳まで過ごした邸宅を模して建てられた子

規堂、あるいは、夏目漱石が一時を過ごした愚陀佛庵（現在、台風により全壊）、もしくは、

日露戦争で名高い秋山兄弟生誕地の方に、観光地としてのより一層の魅力を感じるからで

ある。 

 
⑥ 賑わい道後村役場 
基本構想では、道後温泉本館に象徴される明治･大正ロマンのイメージを再生するため、

道後の入口にふさわしいレトロな外観を有し、道後温泉地域と一体となって観光振興に資

する施設として整備するとある。しかし、道後の入口としては、市電を降りてすぐ目の前

に立つ道後温泉駅と往時を偲ぶ坊っちゃん列車が観光客を迎えてくれる。また、道後商店

街の入口にある放生園のからくり時計も観光客の目を楽しませてくれる。これらが既にあ

る中で、さらに建物を整備しようとする必要が本当にあるのかどうか検討して頂きたい。

また、地理的に見ても、県民文化会館あたりを道後の入口と呼ぶには多少の無理を感じる。 
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⑦ ハイカラ工房・道後横丁 
ハイカラ工房及び道後横丁では、愛媛の物産を集め、展示･実演･販売を行う施設、愛媛

の食材を生かした愛媛らしい食を提供する施設を整備することが基本構想で掲げられてい

る。しかし、これらも、本来は民間に任せる分野であり、公的機関が関与する性質のもの

かどうかについて疑問を持たざるを得ない。想像して頂きたいが、公的機関が設置した飲

食店で成功している事例はどれほどあるだろうか。また、物産については、道後商店街と

の兼ね合いから民業圧迫になるおそれもあり、こちらについても再検討を促したい。 
 
（５）計画変更に対するコメント 

さて、上記（４）基本構想に対するコメントで、基本構想を推進する際の事業リスクに

ついて述べてきたが、実は、策定された基本構想自体は平成 15 年のものであり、そもそも、

現在の県民の思いあるいは県の目指す施策とは乖離が生じているという大きなリスクが存

在する。むしろ、乖離が生じていると考える方が自然である。 

それでは、平成 15 年策定の基本構想を修正する、あるいは、中止するということになる

が、計画を中止するにしても、全く別の形で土地を活用していく道を模索するのか、ある

いは、土地を売却してしまうのかの二通りの選択肢が存在する。 

いずれにしても、最終的にどうしていくかという意思決定（意思再確認）は早期に行う

必要があること、意思決定の決断が下されたものについては早期に実行に移す必要がある

ことを明記する。 

なお、他の地方自治体の取り組みの中で、県にとって参考になると思われるものを紹介

したい。同じような課題を抱える中、他の地方自治体がどのように問題解決に動いたかを

知ることは、基本構想に対する意思決定に資すると思われるからである。 

 
①ＰＦＩによる図書館運営の例 
名称：桑名市図書館等複合公共施設特定事業 
URL：http://www8.cao.go.jp/pfi/tebiki/jirei/jirei14_01.html 
桑名市では、平成 16 年 10 月から、図書館、保健センター、勤労青少年ホーム、多目的

ホールから成る複合施設の運営を行っている。このうち、図書館のみＰＦＩ事業を通じた

民間の活用を行っており、その他の施設は市が運営している。図書館のＰＦＩとしては日

本で最初の事例である。 

特筆すべきは、桑名市は、平成 11 年７月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律」（ＰＦＩ法）が制定される前の同年２月に桑名市ＰＦＩ推進検討会

を既に設置していたことである。さらに、平成 13 年６月には、ＰＦＩアドバイザリー業務

委託実施方針を公表し、専従職員を２名配置するなど庁内の組織体制も整えている。 

県も、基本構想の中でＰＦＩを用いた民間活力の活用に言及しているが、まずは、庁内

の体制から整えていくことも必要ではないかと考える。 
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② 遊休不動産の再開発の例 

名称：桑名市駅前再開発事業 
URL：http://www.toshimirai.jp/machidukuri/t20_kuwana.html 
JR・近鉄・三岐鉄道の３路線が交差する桑名駅前では、駅前地区の整備改善のため、昭

和 45 年に桑名駅前市街地再開発事業都市計画が策定された。昭和 47 年に施設建築物Ｅ棟

（パルビル）が、翌昭和 48 年には施設建築物Ｎ棟（メイトビル）がそれぞれ開店し、昭和

52 年に駅前広場が整備され、桑名駅前市街地再開発事業工事が完了した。ところが、平成

９年に商業ビルを所有する会社が倒産したことにより、パルビルが閉鎖され、以降空きビ

ル状態が続いていた。 

このため、平成 13 年に桑名市、商工会議所、他民間事業者等の出資により、株式会社ま

ちづくり桑名を設立。いわゆる再々開発を行った。民間事業者が旧再開発ビル会社から用

地を取得、既存ビルを解体した上で、平成 18 年に住宅棟及び商業棟（商業施設、行政関連

施設、駐車場）を建設。完工した商業施設内には、行政サテライトオフィス、商工会議所、

一時保育所等が入居し、商業施設とともに、駅前の活性化の役割を担っている。 

本件は、民間事業者の経営破綻に伴い生じた駅前の空きビルを、行政、地域経済団体、

民間事業者が協力して解決に向けて動いた好例である。行政が単独で動くのではなく、地

域の利害関係者と協力しながら事業を推進していったことが、事業の成功につながったと

考えられる。 

 
（６）基本構想の概要及び県民文化会館周辺地の現況 

① 愛媛県文化交流施設整備構想（愛媛県文化交流施設整備構想委員会 平成15年２月策定） 
これまで監査人は、県民文化会館周辺地について論じてきた訳であるが、論じるにあた

って参照としてきた基本構想を紹介する。県のウェブサイト「愛媛県文化交流施設整備構

想の検討」（http://www.pref.ehime.jp/h12100/kouryusisetu/kikakubunkou.html）に、愛

媛県文化交流施設整備基本構想（愛媛県文化交流施設整備構想委員会 平成 15 年２月策定）

及び検討委員会の議事録が網羅されているが、紙面の都合により、基本構想の概要版を添

付するに留める。 
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（愛媛県文化交流施設整備構想基本構想概要版） 
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② 県民文化会館周辺地の現況 
これまで取り上げてきた県民文化会館周辺地とは、具体的には、以下のＡ道後一万土地、

Ｂ南町２丁目土地、Ｃ南町１丁目土地から成り立っている。このうち、Ａ道後一万土地は

県が従前から所有している土地であり、１．県民文化会館周辺地の概要で取り上げた、県

が 19 億５千万円で購入した土地とは、Ｂ南町２丁目土地及びＣ南町１丁目を指す。 

監査人は、関連資料の閲覧を行うとともに、平成 24年 10月 17日に実地調査を実施した。

県民文化会館周辺地の現状理解に資するため、その結果を以下に報告する。 
 
  名称 面積 当初計画 現在の利用形態 

A 道後一万土地 6,305 ㎡ 駐車場兼広場 
①国際交流センター 
②書類備品等の保管

施設（元農業試験場） 

B 南町２丁目土地 6,149 ㎡ 

文化交流施設（県立図書館、県立

公文書館、国際交流センター、文

化活動支援型多機能ホール、地下

駐車場等） 

時間貸駐車場 
・月極駐車場 
（南町駐車場） 

C 南町１丁目土地 4,062 ㎡ 

賑わい施設（学習体験型広域交流

施設(愛媛体験館、愛媛ゆかりの人

物館)、アミューズメント型広域交

流施設(賑わい道後村役場、ハイカ

ラ工房、道後横丁)等 

月極駐車場 
（南町駐車場） 

 
A 道後一万土地 
(1) 国際交流センター 
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土地のうち、北側部分は、国際交流センターの敷地として利用されている。国際交流セ

ンターは２階建の建物であり、ほぼ全ての部屋が利用されている状況である。基本構想で

は、国際交流センターはＢ南町２丁目土地に建設されるはずであった文化交流施設に入居

する予定であったが、施設の建設が困難となったため、現建物に仮入居している状態であ

る。この状態は平成 15 年から続いている。 

（４）基本構想に対するコメントの③国際交流センターで記述したように、当初の基本

構想によれば、国際交流センターは図書館や公文書館等と一体の施設で運営されることで、

地域に文化交流のシナジー効果が期待されていたはずである。現在、単独で運営されてい

る状況では、シナジー効果を期待することはできず、現状では、必ずしもこの地で運営し

なければならないとは監査人には思われない。建物自体も一時利用を目的とした簡易なも

ので作られていること、また、次に述べる②書類備品等の保管施設を廃止するならば、一

体としての土地利用が可能となることから、移転という選択肢も十分あり得る。 

 
(2) 書類備品等の保管施設 

 

道後一万土地のうち、国際交流センターの敷地以外の部分は、かつて農業試験場があっ

た場所である。農業試験場は既に廃止され、農業試験場本館建物（４階及び地下１階）及

び別棟倉庫は、現在、多数の課によって書類あるいは備品の保管施設として利用されてい

る。 

実地調査を行ったところ、別棟倉庫は多数の課によって使用され、キャパシティは限界

に近いと感じた。しかし、農業試験場本館については、３階及び４階部分は全く利用され

ておらず、空き部屋となっている。また、利用されている地下１階から２階部分について

も、書類あるいは備品が各部屋に占める割合は 10％～20％程度に過ぎず、利用度は非常に

低いと感じた。 

書類備品等の保管施設としての現状の利用形態であるが、非常にもったいない使い方で

ある。また、建物の敷地以外の土地についても、書類備品等の保管のために車両を停める

場所と考えれば過大である。 

書類備品等の保管施設となっている施設は、そもそも各課の倉庫として利用することが
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目的の施設ではない。現状の使用形態を鑑みれば、未利用であるのはもったいないから倉

庫として利用しているように判断される。現在の利用状況を見る限りでは、未利用に準ず

る扱いにすることが望ましく、意図するか否かは別として、未利用物件逃れと言われても

仕方がないように感じる。 

書類備品等の保管という目的であるならば、この地でこれを必ずしも行わなければなら

ない理由は見当たらず、むしろ、県の保有するその他の施設にも空きスペースが生じてい

ることを考えれば、書類備品等の保管施設を他に移転するのに差支えはない。また、建物

４階の一部では雨漏りも生じており、今後、倉庫としても問題ある施設になる可能性があ

る。前述の国際交流センターとともに建物の取り壊しを行えば、一体としての土地利用も

可能となる。 

 
B 南町２丁目土地 

 

基本構想によれば、南町２丁目の土地には文化交流施設が建設されるはずであったが、

現在、6,149 ㎡の土地の約半分は時間貸駐車場として供されている（それ以外は、月極駐車

場及び県庁舎駐車場として使用）。平成 15 年度から平成 17 年度までは県の直営により、平

成 18 年度以降は株式会社第一開発に土地を貸し付け、株式会社第一開発から、土地賃貸収

入として年間３千万円を得ている（南町１丁目土地と合算して）。 

完全な整形地であり土地形状に何らかの問題がある訳でない。北側は、県民文化会館と

の間に県道 186 号線に直接面している。それ以外の三方は、閑静な住宅街に囲まれている。

商業地域に属し、建物建設に十分なポテンシャルを有する土地である。商業施設を造るに

せよ、住宅を建てるにせよ、何の支障もない。実地調査を行った日は、平日の昼間である

が、時間貸駐車場には相当の空きがみられた。おそらく、県民文化会館でコンサート等の

大規模な催しが開かれない限り、駐車場が満車になることはほとんどないのではないかと

思われる。 

既に土地の取得から９年が経過し、その間駐車場としての利用しかなされておらず、本
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来この土地が持つポテンシャルを活かし切れていない。そもそもこの土地は、新たな文化

交流施設を整備するという目的のために購入された土地であり、民間業者への賃貸という

状況は当初の目的から逸脱し、県民に対して本来のサービスが提供できていない状態であ

ると言わざるを得ない。 

基本構想を策定した検討委員会は、民間を含む有識者 54 名から構成されている会議体で

あり、基本構想は、県が委員会の意見を踏まえ策定したものである。県民を代表しての意

見がそこに含まれていると言えよう。この県民の意見を長期間放置している状態は決して

好ましいものではない。土地の利用形態が当初目的から逸脱しており、それが長年続いて

いる点に大きな問題がある。 

さらには、購入当初と比較して、土地価格にかなりの下落（19 億５千万円⇒13 億９千万

円（固定資産評価額））が生じているという問題もある。仮に、民間の行う企業会計に当て

はめてみれば、遊休資産として減損会計を行い、多額の損失が計上されなければならない

ところである。地方自治体が行う会計では、評価損といった損失は土地が売却されるまで

表に出てこないが、土地を保有することで負っている時価下落リスクを潜在的な問題とし

てあげておく。 

 
C 南町 1 丁目土地 

 
基本構想によれば、南町１丁目の土地には賑わい施設が建設されるはずであったが、現

在、4,062 ㎡の土地が月極駐車場として供されている。平成 15 年度から平成 17 年度までは

県の直営により、平成 18 年度以降は株式会社第一開発に土地を貸し付け、株式会社第一開

発から、土地賃貸収入として年間約３千万円を得ている（南町２丁目土地と合算して）。 

土地は南町２丁目土地のように完全な整形地でなく、一部不整形であるが、建物建設上

重大な支障がある訳でない。基本構想も、現状の土地形状に基づいた計画を策定している。

南町 1 丁目土地の問題点は、前述の南町２丁目の問題点と本質的に同一であり、再び繰り

返すことはせず、ここでは特有の問題を述べるだけに留める。 

南町１丁目土地の南東部分は幅約２メートル奥行約 20 メートルの土地が存在している。

実地調査で訪れた際には、この場所に不法投棄された自転車や家電製品が見られた。ここ

は駐車場からは死角となり奥まで見通しにくい。また、駐車場も管理人が常駐している訳
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ではないので、常時監視はされていない。 

駐車場管理者は、不法投棄された自転車に貼り紙をするなどの注意喚起を適宜行ってお

り、さらに県も駐車場管理者に対して不法投棄物の撤去及び再発防止策についての対抗策

を講じるよう指示も行ってはいる。 
 
（７）県民文化会館周辺地に対する意見・指摘 

 
（指摘）愛媛県文化交流施設整備基本構想の取扱いについて 
県の遊休県有地売却処分の基本方針によれば、公用・公共用地としての利用が見込める

か否かにより、県有地を保有し続けるか、あるいは、処分を行うかの判断を行うとしてい

る。 

①概ね、1,000 ㎡以上の土地で、公用・公共用地としての利用が見込める土地は、将来の

施設用地として、駐車場・他団体への貸付け等暫定的に利用しながら管理保全する。 

②将来においても公用・公共用地として利用する見込みがない土地は、管理経費の削減を

図るためにも、売却処分を進める。 

県は、今後重点的に推進していく施策を明らかにするため、ウェブサイトに「愛媛県の

主な構想・計画・指針等一覧」を公表し、随時更新を行っている。愛媛県文化交流施設整

備基本構想（基本構想）も、企画振興部総合政策課の所管として公表されている（平成 23

年 12 月末現在、http://www.pref.ehime.jp/h12100/kenkosokeika/documents/kikakushinkou.pdf）。
このことから、県は、県民文化会館周辺地を公用・公共用地としての利用が見込めるもの

と判断し、その結果、今後も暫定的に民間業者に貸し出していくつもりであると監査人は

理解している。 

しかし、基本構想は、平成 15 年８月の土地取得以降何らの進展も見られない。暫定的な

土地の利用と言うには、９年という歳月は余りに時間が経ち過ぎている。また、この不安

定な状況がいつ終わるのか、現時点でも明らかになっていない。よって、遊休県有地売却

処分の基本方針に照らすなら、公用・公共用地としての利用が見込めない物件として、売

却処分を検討するのが妥当である。また、「愛媛県の主な構想・計画・指針等一覧」から、

基本構想を削除することも必要である。 

基本構想自体が果たして生きているのかどうか。県は、基本構想に対して今一度旗幟を

鮮明にする必要があるのではないか。基本構想が生きているのなら、いつまでにどのよう

にして事業を推進していくかといった実行可能性のある具体案を示し、行動に移していく

ことが必要である。その結果、公用・公共用地としての利用が見込める土地としての主張

も可能になる。 

また、基本構想自体を取りやめ、全く新規に土地の利用方法を策定するのも一つである。

基本構想を実施するとなれば、多額の予算が必要になるし、その実現にはかなりの困難を

伴う。むしろ、ここ３年内くらいにどうしたいかということを一から考え、その目的に沿

った形で土地の利用を進めていくことが、新たな失われた９年を生み出さないために今求



 

164 
 

められているのではなかろうか。 

よって、県が今果たすべきことは、①基本構想が生きているのかどうかについて明らか

にすることであり、②生きている場合は実行可能性のある具体案を示し行動に移すことで

あり、③基本構想が生きていない場合は新たな利用計画を策定するか処分を検討すること

である。ただ、いずれを取るにしても、県は、新たな意思決定を広く県民に明らかにする

必要があろう。県民文化会館周辺地について、県が公明正大に今後の利用方法あるいは処

分方法を明らかにすることが、今後の政策の執行の正当性を高めることになるであろうし、

何より、県民の便益が長期に渡り損なわれてきたことへの果たすべき責務であろうと思う

からである。 

最後に、以下は補足であるが、当時、基本構想の策定を行ったのは、民間を含む有識者

54 名から構成された愛媛県文化交流施設整備構想検討委員会であり、多数の有識者が２年

間にもわたって検討してきた基本構想には、県民を代表しての意見、いわば県民の意思が

多分に含まれていたと判断できる。この県民の意思が９年間も放置されている状態（行政

の不作為）に対して、違法性があると言う訳ではない。しかし、土地に投下した資本は目

を瞑れるほど小さいものではなく、現実に大幅な価値の下落（19 億５千万円⇒13 億９千万

円（固定資産評価額））も発生しており、その影響は重大であることを明らかにしておきた

い。 

また、地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第８条（財産の管理及び運用）において

「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じ

て最も効率的に、これを運用しなければならない。」と規定されている。しかし、これらの

物件に関して、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用できているとは言い難

い。このため、地方財政法の趣旨を可能な限り反映させるよう努力していただきたい。 

 

（意見）過去の包括外部監査に対する対処について 
県民文化会館周辺地の問題については、平成 17 年度包括外部監査結果報告書にも記され

ている。報告書自体は、今後の土地取得のあり方に対して警鐘を鳴らしたものであって、

県民文化会館周辺地を今後どのようにすべきかということに言及している訳ではない。し

かし、県民文化会館周辺地の取得とその後の事業の凍結を契機として書かれたものである

以上、県としては、包括外部監査の結果については未利用財産であることの観点からも受

け止める姿勢が必要だったのではないかと思われる。 

確かに過去の監査における意見において言及していない範囲まで対応しなければならな

いのかという疑問はある。しかしながら、この問題に対しては未利用財産であるという観

点にまで広げてこそ、「多様化、高度化した県民の行政に対するニーズに的確に対応するた

めには、多くの県民からの意見を聴き、県民の立場に立って何が県民にプラスになるかを

真摯に考え、県政が対応できる最大限の方策を導き出し、速やかに実行していくこと」が

実践できていると県民に胸を張って言えるのではなかろうか。 

失われた９年を取り戻すことはできない。しかし今後基本構想をどのようにしていくか
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について（廃止、計画変更、土地売却等）、県民に明らかにすることによって「県政が対応

できる最大限の方策を導き出し、速やかに実行していくこと」が可能になるはずだ。 

 
（指摘）元農業試験場本館建物について 
元農業試験場本館建物は、主に税務課が関係書類・備品等の保管場所として使用してい

る。しかし、実地調査を行ったところ、３階及び４階部分は全く利用されておらず、空き

部屋となっている。また、利用されている地下１階から２階部分についても、書類あるい

は備品が各部屋に占める割合はわずか 10％～20％程度に過ぎず、その利用度は非常に低い。

使用実態を観察する限りでは、未利用物件とするのが相当である。書類備品等の保管とい

う目的であるならば、この地でこれを必ずしも行わなければならない理由は見当たらず、

県の保有するその他の施設にも空きスペースが生じていることを考えれば、書類備品等の

保管施設を他に移転しても差支えはない。遊休県有地売却処分の基本方針に照らせば、元

農業試験場本館建物の敷地部分については、将来においても公用・公共用地として利用す

る見込みがない土地として、売却処分を進めることが妥当である。 

ただし、本館建物の敷地を含む元農業試験場自体が、基本構想の一部を構成しているこ

とから、今後の基本構想の動向次第とも言える。いずれにしても、基本構想を構成する他

の土地とともに、その利用あるいは処分について早急に意思決定を行う必要がある。なお、

その際、南町１丁目土地、南町２丁目土地とは、県道を間に挟んでいるという地理的要因

から、別個の物件として利用あるいは処分の検討を行うことも一つの方法である。 

 
（指摘）南町 1 丁目土地について 
南町１丁目土地の南東部分は幅約２メートル奥行約 20 メートルの土地が存在している。

実地調査で訪れた際には、P162 の写真を見ていただくとお分かりのように、不法投棄され

た自転車や家電製品が見られた。駐車場管理者は、不法投棄された自転車に貼り紙をする

などの注意喚起を適宜行ってはいたが、ここは駐車場からは死角となり奥まで見通しにく

い。また、駐車場も管理人が常駐している訳ではないので、常時監視はされていない。 

監査人が実地調査で発見して担当者に注意を促した結果、県も駐車場管理者に対して不

法投棄物の撤去及び再発防止策についての対抗策を講じるよう指示を行い、現在は不法投

棄された物品も撤去されてはいる。ただ、今後も駐車場管理者と連携し、不法投棄だけで

なく、不測の事態が起きないように継続的に注意していくことが必要である。 
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５． ＰＦＩ導入事例(県立中央病院)  

（１）愛媛県立中央病院整備運営事業へのＰＦＩ導入の経緯等 

愛媛県立中央病院整備運営事業は、愛媛県第1号のＰＦＩ案件である。 

愛媛県立中央病院は、昭和49年に現在地に移転新築し、その後、昭和56年に救命救急セ

ンターを、平成２年に周産期センターをそれぞれ開設し、松山圏域はもとより、県下の基

幹病院として、一般医療に加え、三次救急、周産期等の高度・特殊医療や骨髄移植等の先

駆的医療にも取り組んできた。ただ、築後31年を経過（平成18年3月時点）し、構造的な老

朽化に加え、その後の診療機能の拡大や患者数の増加のほか、県立病院に求められる機能

の高度化等により、機能的にも一部限界に達してきていた。 

そのため、平成15年度「県立病院機能・あり方庁内検討委員会」において、建替えの必

要性、機能と規模、建替え場所、整備の方向性などについて基本的な考え方を基本構想と

して整理した。 

平成16年度には、この基本構想をもとに、新病院が持つべき診療機能、施設整備及び医

療機器等の整備計画、事業収支計画等を内容とする、直営で実施するとした場合の基本計

画を策定した。 

平成17年度には、基本計画の内容に基づき、従来の直営手法により事業を実施した場合

と、ＰＦＩ手法により事業を実施した場合の比較（ＶＦＭの算出）を行い、従来の直営手

法による整備と、ＰＦＩ手法による整備の比較検討を行うＰＦＩ導入可能性調査を実施し

た。定量的評価としては、ＰＦＩ事業として実施することにより、県が直接実施する場合

と比べ、事業期間全体で県の財政負担額を5.4%程度縮減することが期待でき、定性的評価

としては、「県と民間事業者の明確な役割分離による医療サービス水準の向上」、「県と民間

事業者の協働による継続的なサービス水準の向上」、「利便施設による利用者環境の向上」、

「長期包括契約により診療周辺業務の効率化とサービス水準の向上」及び「各業務を一括

的に性能発注することによる本事業の効率化やサービス水準の向上」と言った安定的評価

が期待できると言うことで、ＰＦＩ手法の有効性が確認された。さらにリスク評価の面で

も、リスクを最もよく理解することができる者が当該リスクを分担するとの考え方から、

民間事業者にリスクの一部を移転することにより、将来発生する可能性のある県の財政負

担額を縮減するとともに、不測の事態において迅速・的確な対応も期待できるとされた。 

平成19年度には、県病院事業全体の収支均衡の確保を図るとともに、不採算医療や地域

に不足する医療を確保している場合であっても、減価償却費を除くキャッシュフローにお

ける収支均衡を目指すという基本方針のもと、愛媛県立病院経営健全化計画（５ヵ年計画）

を執行した。 

なお、平成 18 年3 月に策定された「愛媛県構造改革プラン」の柱の一つが「アウトソ

ーシングの積極的な推進」である。最も効果的で効率的なサービスの担い手となり得るの

は誰かという観点から県民サービスのあり方、県と民間との役割分担のあり方を見直し、

また、民間企業など多様な担い手に委ねるという観点において、ＰＦＩはアウトソーシン

グ手法の一つとしても位置付けられている。 
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平成 19 年８月には民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（Ｐ

ＦＩ法）第６条の規定に基づき、愛媛県立中央病院整備運営事業（以下「本事業」という）

は特定事業として選定され、学識経験者等の外部委員と県職員により構成される「愛媛県

立中央病院整備検討委員会」と同委員会に設置した「ＰＦＩ事業者選定部会」の審査の結

果、平成 20 年８月に本事業に係る落札者が決定された。 

医療施設は医療法、医師法等の法令の適用を受けるため、病院のコア事業である医療行

為は官である県が行わなければならないという点において他の公共施設に関するＰＦＩと

異なるものの、一般的に、病院ＰＦＩでは病院事業の効率化を通じて財政の健全化がもた

らされることが期待される。また、施設の整備・維持管理にとどまらず、検体検査、減菌

消毒、食事提供、物品搬送、医療機器等の保守点検、洗濯、清掃、医療事務など多岐にわ

たるノンコア事業の運営業務を幅広く民間主体に委託するという点で、専門性をもつ多様

な主体が携わりつつ、民間主体のノウハウ・技術・経営能力等を存分に発揮することので

きるものとして期待される。本案件は愛媛県立病院の整備及び運営の両面において病院事

業効率化と病院サービスの質の向上という、一見相反する効果を得ることを目的とし、上

記のような長い議論を経て、県は病院事業のコア事業である医療行為を、民間は病院の整

備、ノンコア事業の運営及び県による運営の補助、支援を行うという病院事業の分担関係

を構築するに至った。 

なお、愛媛県立中央病院のリニューアルオープン（一部）は平成 25 年５月の予定である

ため、本報告書作成時では病院ＰＦＩ事業は開始されていないが、本報告書は病院の整備

運営計画やＰＦＩの導入の仕方について明らかにし、このことを通じ、県でのＰＦＩ活用

上の課題と課題解決に向けた基本方向について検討することを目的としている。なお、運

営実態が把握できるようになった時点においては開業準備を含む負担行為について検証が

行われるべきであると考えている。 

 

（２）事業の内容 

当該事業は、事業者選定の結果、大成建設㈱等を代表企業とするグループ（ＳＰＣとし

て ＥＨＰ（愛媛ホスピタルパートナーズ(株)）を設立）が担うことになった。目下のとこ

ろ、１号館の建設費207億円を投じ、敷地面積33.7千㎡、病床数827床（現在は864床）を擁

する病院として愛媛県立中央病院を整備している。 

また、当該ＰＦＩ事業においてＳＰＣであるＥＨＰ（愛媛ホスピタルパートナーズ(株)）

は、病院施設等の整備業務（ヘリポートの設置、免震構造の採用等災害基幹拠点病院とし

ての機能充実等）に加え、管理運営のうち、統括マネジメント業務（個別業務のマネジメ

ント、病院経営支援）、調達関連業務｛医療機器の初期調達（最新鋭のＣＴ、ＭＲＩ等の

導入）、医薬品等の調達｝、運営業務（食事の提供、医療事務、清掃、物品管理等）及び

利便施設運営業務（売店、レストラン等の運営）も担うことが予定されている。 

 

① 病院建替えの全体計画 
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事業名 県立中央病院整備事業（病院施設（1号館）建替） 

（運営を含む全体計画の事業名は、県立中央病院整備運営事業） 

実施場所 愛媛県松山市春日町 83 番地外（現在地） 

敷地面積 約 33,700 平方メートル 

事業期間 平成 22～26 年度（全体計画の事業期間は、平成 20～44 年度） 

事業費 約 207 億円(１号館建替に関する事業費) 

（全体計画の総事業費は約 1,912 億円） 

延床面積 約 66,800 ㎡（利便施設棟を含む） 

階数 地下 2 階、地上 12 階、塔屋 2 階 

1 号館 

主体構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、免震構造 

周産期センター棟 改修「（１号館に機能を集約し、改修後は事務所等

として活用）」 

ＰＥＴ－ＣＴセンター棟 現状のまま使用 

救命救急センター棟 解体（１号館に機能を集約する） 

東洋医学研究所 解体（１号館に機能を集約する） 

心と体の健康センター 解体 

延床面積 約 2,900㎡ 

階数 地上 7 階 

医師公舎 

戸数 45戸 

駐車場 駐車台数 800 台以上 

病床数 827床 

診療科目 32診療科 

全面供用開始 平成 26年 12月予定 

事業契約締結までの経緯 

実施方針の公表：平成 18年 5月、 

特定事業の選定：平成 19年 8月、 

入札公告：平成 19年 9月、 

事業者選定：平成 20年 8月、 

ＳＰＣとの契約締結：平成 20年 12月 

 

②愛媛県立中央病院ＰＦＩ事業の概要 

１．事業方式 ＢＴＯ方式 

ＢＴＯ方式：ＳＰＣ が施設を建設( Ｂｕｉｌｄ )した後、施設の所

有権を県に譲渡( Ｔｒａｎｓｆｅｒ ) したうえで、事業会社がその施

設の維持管理・運営( Ｏｐｅｒａｔｅ ) を行う方式。 

本事業では、ＥＨＰが1号館を建設し、完成後はその所有権を県に移
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管する。移管後は、病院経営や診療行為等は県が行い、診療行為等以外

の施設の維持管理、医薬品等の調達及び運営業務等については、ＰＦＩ

事業者であるＥＨＰが事業契約に基づき、ＰＦＩ事業期間が満了するま

で行う。 

２．事業タイプ サービス購入型（利便施設運営・その他サービス業務：独立採算型） 

３．事業期間 25年（建設7年、管理運営：20年） 

４．事業内容 

（ＳＰＣ担当業

務） 

（１）統括マネジメント業務 

（２）病院施設等の整備業務 

（３）調達関連業務 

（４）運営業務 

（５）利便施設運営業務 

５．事業者選定

方法 

総合評価一般競争入札 

［一般競争入札への参加要件確認→入札提出書類審査（形式審査、基礎

審査及び加点審査）] 

＊総合評価点の配分 内容評価点：価格点＝7：3） 

６．事業者  ＥＨＰ（愛媛ホスピタルパートナーズ(株)（大成建設㈱を代表企業とす

るコンソーシアム） 

７．ＶＦＭ 特定事業選定時：5.4％、事業者選定時：5.7％ 

 

③施設整備イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）検討ポイント 

①事業の方式 

ＰＦＩ事業の方式は、本事業で採用したＢＴＯ方式の他にもＢＯＴ方式（ＳＰＣが自ら

資金調達を行い、施設を建設( Ｂｕｉｌｄ )し、事業契約期間にわたり維持管理・運営( Ｏ

ｐｅｒａｔｅ )を行って、投資を回収した後、行政にその施設を有償又は無償で譲渡( Ｔ

ｒａｎｓｆｅｒ) する方式。行政は事業契約期間中、賃貸借契約による賃料を事業会社に

支払う。）がある。 
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一般的には、ＢＯＴ 方式ではＳＰＣが事業終了まで所有権を持つことによりリスクを引

き受けて創意工夫をするため、ＢＴＯ方式に比べてＶＦＭを生みだすと言われている。 

一方、県立中央病院でＢＴＯ方式が最終的に採用された理由は、ＳＰＣが病院の所有権

を保有することによるリスク負担を発生させるべきでないというリスク回避の考えによる。

ＢＴＯ方式を選択したという点に、病院ＰＦＩにおいてＳＰＣ及びＳＰＣ運営体の事業リ

スクに対して県が非常に慎重であるという態度が見受けられる。 

 

②事業者選定方法と事業者選定において重視された事項 

平成19年９月28日の入札公告以降、説明会、対話及び質問回答を経て平成20年６月30日

に入札提出書類の受付期限及び開札が行われた。平成20年８月21日及び22日に審査委員会

が開催され、事業者ヒアリングの実施と総合評価点の決定が行われた。平成20年８月29日

の審査委員会にて応札企業３社の中から落札候補者が選定され、審査委員会終了後、県が

落札者１社を決定、公表した。 

県が事業者に対して求めた条件は、入札提出書類の提案書類についての評価項目、評価

の視点及び内容評価点に示されており、それぞれ下表のとおりである。健全経営への貢献

に対して150点と高い配点が付されていることは本事業の基本方針に沿ったものであると

評価できる。さらに、県立中央病院としての機能・役割に対する支援と事業全体のマネジ

メントに対して合計260点もの配点が付されていることは、要求水準書において、「本事業

が愛媛県民が愛媛県において人間として健康な生活を送る上で、安心の拠り所となる病院

を実現することを目指すものであること、県は本事業において事業者に求めるものとして、

事業者の統括マネジメント機能と県と事業者のパートナーシップの２点を強調する」と記

載されていることと整合している。 

評価項目について、経営健全への貢献と病院サービスの質の向上というＰＦＩの事業目

的に基づいて配点を分配してみると、経営健全への貢献が490点、病院サービスの質の向上

が390点となった（両方の目的に資すると考えられるものは重複してそれぞれ加算してい

る）。実際の審査においては、経営健全への貢献という点がより重視されていると見受け

られる。 

評価項目 評価の視点 配点 重視

点： 

健全経

営への

貢献 

重視

点： 

サービ

スの質

向上 

1.事業全体

のマネジメ

ント 

【評価の視点①】 

全事業期間にわたり、確実かつ効率的なマ

ネジメント体制が構築され、かつその効果

の発揮・維持について実現性の高い具体的

な提案がなされているか。 

50 ○ ○ 
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2.環境変化

への対応 

【評価の視点①】 

病院及び医療を取り巻く環境の変化に対す

る対応・支援策等について、事業全体を通

じた具体的かつ有効な提案がなされている

か。 

80 ○ ○ 

【評価の視点①】 

高度先進医療・特殊医療を提供する基幹病

院として、その医療機能が最大限発揮でき

る施設計画のあり方について、専門的知見

を生かした有効な提案がなされているか。 

100  ○ 

【評価の視点②】 

パートナーとして、県が行政として果たす

べき社会的責任の遂行に寄与する提案がな

されているか。 

80  ○ 

3.県立中央

病院として

の機能・役割

に対する支

援 

【評価の視点③】 

災害時に当院が果たすべき役割を踏まえた

施設計画及び運営面の工夫等について有効

な提案がなされているか。 

30  ○ 

【評価の視点①】 

病院統治の強化・サポートにあたり、事業

者として実現性のある効率的・効果的な提

案がなされているか。 

50 ○  4.健全経営

への貢献 

【評価の視点②】 

調達関連業務を通じて、県の財政負担削減

に資する有効かつ実現性の高い提案がなさ

れているか。 

100 ○  

5.業務プロ

セスの再

編・構築 

【評価の視点①】 

包括契約のメリットを活かした効率的な業

務再編・構築かつ診療業務との一体的な運

用設計・スキームについて、具体的かつ有

効な提案がなされているか。 

80 ○  

6.ライフサ

イクルコス

トの縮減 

【評価の視点①】 

事業範囲・事業期間に関わらず、ライフサ

イクルコスト削減、地球環境への配慮に関

する具体的かつ有効な提案がなされている

か。 

80 ○  

7.その他 【評価の視点①】 50 ○ ○ 
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その他、本事業において自らが貢献できる

ような対応・支援策等について具体的かつ

有効な提案がなされているか。 

合計  700 490 390 

 

他県の事例をみると、高知県や近江八幡市における病院ＰＦＩのように、病院の経営健

全性が確保できずに短期での契約解消に至ってしまった事例もある。そのような事例では

「病院とＳＰＣの間のコミュニケーションの確保」、「行政から委託企業に対する要望の

円滑な伝達とリアルタイムで臨機応変な対応」を図ることができず、「ＳＰＣに対する支

払いの固定化に伴う病院事業経営の硬直化とＳＰＣにおけるインセンティブの欠如」が、

ＰＦＩが契約解除となった要因であり、また、そもそも経営健全に対する行政の条件（メ

ッセージ）が示されていなかったとの見解がある。 

その点、本事業では要求水準書においても事業者の統括マネジメント機能として、①県

が提示する業務要求水準書をもとに、業務間の漏れがなく、重なりなどの無駄がないよう

に業務プロセスの再構築をした上で、県が要求する業務水準を満足する仕様書を作成する

（業務の効率化）、②その上で、仕様書に記載した内容を確実に実施することができる協

力企業を選定する、③さらに事業者内部に継続的改善であるＰＤＣＡの仕組みを取り入れ

た事業者自らのモニタリングの仕組みを構築し、協力企業を取りまとめ、長期間にわたり

要求ニーズを満たしたサービスを提供し続ける（サービスの質の低下の防止）、という手

法も記載されている。事業者が主体的に病院の維持運営事業に関与して、病院経営の健全

化に貢献していくべきことを求める条件（メッセージ）は明示されていると言える。 

 

③事業期間 

事業の安定性・継続性や長期包括委託契約のメリット等ＰＦＩの趣旨を鑑みると、事業

期間は長いほど有利であるが、類似事例、医療を取り巻く環境変化への対応、民間の資金

調達の視点、旧救命救急センター及び旧周産期センター建物の寿命、市場調査結果等を考

慮し、維持管理運営期間は20年とした。 

事業期間の長短自体が本件ＰＦＩ事業の成否を左右するものではないが、一般的に民間

企業が設備投資資金を銀行借入で賄うとした場合の借入期間は20年程度でもあり、競争条

件として民間における資金調達期間を参照していることはＰＦＩの理念と合致する。 

なお、診療報酬の改定など短期的な変動も含め、契約期間中に起こり得る変化を想定し、

変化した場合の対処・調整にかかる検討を適宜実施できる体制を整備することが重要であ

ると考えられる。 

 

④事業内容 

上記のとおり、本事業では民間に求める条件・水準について官民対話を行いつつ設定し、

これをメッセージとして要求水準書、審査基準等により民間に提示した上で提案を募り、
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これら条件・水準をクリアしつつも財政負担が少なく質の高い提案を行った民間主体が選

定されていると考えて差し支えない。 

一方、病院ＰＦＩを円滑に運営するに当たり、県とＳＰＣが密接に連携して病院サービ

スの提供に取り組むことが重要なポイントとなる。病院ＰＦＩでは、コア事業たる診療業

務を県が担い、診療行為等以外の施設の維持管理、医薬品等の調達及び運営業務等（具体

的には病院施設等の整備業務、調達関連業務、運営業務及び利便施設運営業務といったノ

ンコア事業）をＳＰＣが担うという業務分担関係が発生するため、ノンコア事業のガバナ

ンス機能を担う管理部門をどこに設置し、かつ機能させるかという問題が長期間にわたっ

て発生する。これを解消するための方策が本件事業内容にいう統括マネジメント業務であ

る。 

県は、ＳＰＣが実体をもって統括マネジメント業務を行うべきであるとして、ノンコア

事業の各種業務を包括的に束ねる責任をＳＰＣに負わせるとともに、ＳＰＣに対して病院

経営に関する助言を求めることとした。統括マネジメント業務の内容は要求基準書に記載

されているとおり、①個別業務のマネジメント業務と②病院経営支援業務（病院経営健全

化に向けたコンサルティング業務及び病院所有の医療情報システムの整備及び運営に対す

るコンサルティング業務）の２つである。 

病院経営支援業務は、長期間にわたって病院運営、病院経営にかかわるＳＰＣが県のパ

ートナーとして自ら病院運営、病院経営という視点に立ち病院経営全般にわたって積極的

な助言・提案をなすことを期待して設けられた業務であり、「民間に任せるべきは任せる」

という県の姿勢とＳＰＣに対する対等の意識の現れであると理解でき、病院経営の効率化

だけでなくサービスの質の向上の観点から県がＳＰＣに対して、長期的な貢献を期待して

いると理解できる。 

 

⑤モニタリングシステム 

しかしながら、統括マネジメント業務をＳＰＣに対して完全に任せてしまうと、「お手

盛り」の危険性も発生する。「お手盛り」の危険に対して県によるガバナンス機能を留保

しつつ、ダブルチェック機能の確保を期待しているのがモニタリングの実施とペナルティ

減額の仕組みであり、愛媛県立中央病院整備運営事業に事業契約書別紙にモニタリング基

本計画書においてその仕組みが定められている。モニタリングは日常、定期、随時にわた

って行われる。モニタリングにおけるＳＰＣと県との手続分担関係は下表のとおりである。 

モニタリングの種

類 

モニタリングの概要： 

ＳＰＣによるセルフモニタリ

ング 

モニタリングの概要： 

県による運営モニタリング 

日常モニタリング ・県が決定する運営モニタリ

ングシステムを踏まえ、業務

ごとに、提供する業務パフォ

ーマンスに対する日常的なセ

・ＳＰＣが作成した日報の内容を日

常的に確認するとともに、協働する

日常業務の中において、適宜実地確

認を行う。 
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ルフモニタリング結果につい

て、日報として取りまとめる。 

・「施設環境の確認」を日常的に行

う。 

定期モニタリング 県による日常モニタリングの

内容を含め、業務パフォーマ

ンスのセルフモニタリング結

果について月ごとに集計・総

括し、月報として取りまとめ、

県に報告する。 

・定期的（原則として月1回）に病院

施設を巡回し、県が決定する運営モ

ニタリングシステムを踏まえ、あら

かじめＳＰＣの業務パフォーマンス

についての実地確認を行う。 

随時モニタリング - ・必要に応じて病院施設を巡回し、

定期モニタリングと同様に実地確認

を行う。 

・適宜、患者満足度調査、病院職員

満足度調査、第三者調査・モニター

調査等を実施し、そこでの調査結果

及び各種要望・苦情等を分析し、評

価する。当該評価結果は、適宜「定

期モニタリング委員会」における評

価に活用する。 

・モニタリングの結果、ＳＰＣに対

して業務是正勧告又は業務是正命令

を行った業務がある場合、当該業務

について、業務パフォーマンスが回

復しているか否かを確認する。 

定期モニタリング

委員会 

 

・開催頻度は原則月1回で、ＳＰＣと県が共同開催。先月の業務パフ

ォーマンスについて、日報及び月報の内容等に関する報告が行われ

た上、ＳＰＣ担当者と病院職員の意見交換等を実施する。 

・日常モニタリングの結果、県により是正を求められた項目及び、

前回の定期モニタリングの結果、要求水準等を満足していないと認

められた項目等について、ＳＰＣは業務是正計画書を速やかに策定

し、業務の是正を行うが、当該是正計画の内容について、ＳＰＣは

その是正結果とともに、本委員会にて報告を行い、県はその確認・

評価を行う。 

事業評価委員会 

 

・開催頻度は原則四半期に１回で、県の単独開催。定期モニタリン

グ委員会による評価の妥当性を確認するとともに、実際の減額を執

行する。 

上表のような業務分担関係、相互けん制機能重視に基づくモニタリング結果の利用の考

え方は、民間での内部監査の仕組みにおいて多く採用されているものである。 
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ただし、民間では上記に加えて独立第三者性の確保という視点に立った外部監査や監査

役（監事）監査が行われることが一般的である。モニタリングにおいて独立第三者性を確

保するという点について、モニタリング項目の設定やモニタリング・プログラムの設計及

びモニタリングの実施に渡り、当事者である県及びＳＰＣ以外の外部専門家が関与するこ

とが望ましいと考えられる。 

 

⑥ペナルティポイント制 

モニタリングの結果、該当事象が確認されればペナルティポイント（ＰＰ）の付与がな

される。PPの付与となる該当事象には①標準環境不提供事象、②要求水準等未達事象、③

業務是正勧告・命令、それらに対する業務是正計画書未提出という事象がある。事象ごと

に付与されるPPは下記のとおりである。 

 

注）レベルの区分： 

【レベル１】病院運営等に与える影響がないか極めて小さい。 

【レベル２】レベル３には至らないものの、病院運営等に明確に影響を与えてしまう。 

【レベル３】患者をはじめとした病院利用者や病院の財務状況及び医療水準等に影響を

与えてしまう。公共責任が問われる。法令違反に該当する。 

注）モニタリング項目の重要度区分【レベル２】以上に該当する事象でなければ、原則

として１回目であれば業務是正勧告を発動することはない。ただし、同一事象が２回

以上発生した場合には、この限りではない。 

注）モニタリング項目の重要度区分【レベル３】以上に該当する事象でなければ、原則

として1回目であれば業務是正命令を発動することはない。ただし、速やかに業務是

正計画書を提出しない場合や同一事象に関して、原則として過去３事業年度以内に累

積して２回以上の業務是正勧告を受けていた場合及び結果としてレベル３に相当す

る影響が確認された場合には、この限りではない。 



 

176 
 

ＰＰが付与され、累積すると、事業内容毎の一定の算式に従ってサービス対価が減額さ

れることになる。また、行政処分としては業務是正勧告あるいは業務是正命令が行われ、

さらにはＳＰＣの協力企業の変更要請や事業契約の一部又は全部解除もありうる。 

運営条件、運営に対するモニタリング、順守できない場合のペナルティというメカニズ

ム自体は、県が本事業においてガバナンスを発揮するにあたり不可譲であり、上記のよう

なメカニズムを確保しているのは当然のことである。しかしながら、県は、「モニタリン

グの第一の目的は、サービスの対価の減額ではなく、事業者から提供されるサービスの質

の維持、向上、回復である」としている。統括マネジメント機能をＳＰＣに委譲している

ことのみならず、モニタリングの目的についてもこのように明示しており、事業者との間

でビジネス上の信頼関係を構築することを企図しているものと言える。 

 

⑦ＶＦＭ（Value For Money） 

（１）事業計画（「県立中央病院の建替えについて」平成18.5.10公表資料） 

ⅰ）病院施設（1号館）の機能及び規模については、従来に比してそん色はない。 

 新病院 平成21年度 

病床数 827床 864床 

診療科数 32診療科 24診療科 

平均在院日数 14日を目指す 15.14日 

病床利用率 90％～95％ 86.0％ 

外来患者数 1,700人 1，621.8人 

 

ⅱ）病院の経営健全性指標 

県立中央病院の経営健全性は安定的に推移すると見通されていて、従来に比しても問題は

ない。 

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度  24年度  25年度 中央病院 （単位：％）  

←実績 見通し→ 

経常収支率  102.9 100.2 100.2 100.9 103.2 104.4 102.8 

職員給与費対医業収益率  55.3 56.6 56.0 56.1 55.5 54.0 49.1 

病床利用率（一般）  94.0 87.3 90.9 90.9 90.4 90.4 92.0 

 

ⅲ）計画時ＶＦＭと実際の事業費比較 

 県が直営で実施する

場合の費用見積 

（県によるシミュレ

ーション

（H19.8.31）） 

PFIを利用するとし

た場合の費用見積 

（県によるシミュレ

ーション

（H19.8.31）） 

事業契約締結額 

（H20.12.26） 
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見積金額 見積金額 実際金額 

施設整備費 391億円 329億円 321億円 

（うち、病院施設（1

号館）建替工事費207

億円） 

維持管理費 1,769億円 1,700億円 1,591億円 

合計 （Ａ）2,161億円 （Ｂ）2,029億円 （Ｃ）1,912億円 

上表はＰＦＩによって財政負担が縮減するという費用見積りと実際の事業契約締結額を

比較したものである。 

もともとＰＦＩを導入することによって、県が直営した場合よりも財政負担の額が132億

円（上表（Ａ）-（Ｂ））縮小する計画であり、これが計画時ＶＦＭ5.4％の根拠である。 

事業契約時にはさらに117億円（上表（Ｂ）-（Ｃ））の財政負担が縮小している。結果

として、県が直営する場合の費用額見積りと事業契約締結額の差額は249億円（上表（Ａ）

-（Ｃ））と多額となっている。将来、運営実態が把握できるようになった時点においては、

負担行為について検証が行われるべきであるが、将来さらにＰＦＩ案件の採用可否を検討

していくためにも、「計画時における費用見積りの精度」と「外部委託によるサービスの

質の維持の状況」の二面からの検証が必要である。 

 

ⅳ）病院施設（１号館）建替工事費についての財源内訳 

病院施設（１号館）建替工事（総事業費207億円）は交付金及び補助金活用対象工事であ

り、その財源内訳は下記のとおりである。 

（交付金対象工事の年度別財源内訳表） 

実施事業 平成22年度 平成23年度 平成24年度 計 

県支払予定額 28.8億円 55.0億円 99.0億円 182.8億円 

交付金 4．1億円 7．5億円 15.1億円 26.7億円 

補助金 1．7億円 2．6億円 2．8億円 7．2億円 

県立中央病

院：病院施

設（1号館）

建替工事費 

起債 23.0億円 44.8億円 81.0億円 148.9億円 

運営実態が把握できるようになった時点においては、交付金対象工事を含め、負担行為

について検証が行われるべきである。 
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（意見）モニタリングシステムについて 

独立第三者性の確保という視点に立ったモニタリングシステムの採用は検討に値すると

考えられる。モニタリング項目の設定やモニタリング・プログラムの設計及びモニタリン

グの実施に渡り、当事者である県及びＳＰＣ以外の外部専門家が関与することが望ましい

と考えられる。 

 

（意見）他の施設へのＰＦＩ手法の利用について 

病院ＰＦＩは特殊であり、他の公共施設に対して、本件の手法をそのまま適用できる訳

ではないものの、厳しい予算下における公有財産の有効利用を検討するにあたり、官民連

携たるＰＦＩの手法が有効な選択肢である可能性は高い。 

具体的には、本案件で長い議論を経てＰＦＩの有効性を確認したように、「公有財産を

いかに有効活用すべきか」「財産の長期的な有効活用の観点においてＰＦＩを検討すべき

ではないか」「コスト削減とサービスの質の維持は両立しているか」といった議論が他の

公共施設でも必要である。財産利用の事前検討や企画の段階において、ＰＦＩを１つの選

択肢としつつ、より一層密度の高い議論と深遠な検討が行われることを期待する。 

また、本案件において包括的な業務発注（設計と工事の一体化）など業務委託の見直し

が行われたように、大規模施設の整備におけるコスト削減効果は期待できると考える。 

さらに、財産の長期的な有効活用の視点を有することで、公有財産の維持管理の見直し

や施設運営そのものに対する考え方や施設運営手法の見直しにもつながると考える。 

中核でない地方都市における公有財産や小規模財産の長期的な有効活用はもともと困難

な課題であるものの、今回のＰＦＩ事業を１回の事業で終わらせずに、今後の県の発展の

ために今回得たノウハウを活かしていただきたい。 

今回の愛媛県立中央病院のようにＰＦＩ手法により事業を進めて行くことにより、次第

に民間のノウハウを身につけた職員が庁内にも増えると予想される。行政と民間とは異な

った行動原理に基づいて行動しているのであるが、民間のノウハウを行政に活用すること

は決して不可能なことではない。むしろこれからの行政においては必要なことであると考

えられる。そこで今回のＰＦＩで得られたそのノウハウを身につけて活用できる職員をど

のように庁内で活かしていくかが今後の課題である。今回のＰＦＩ事業を単なる事業で終

わらせずに、今後の県の発展のために活かしていただきたい。 
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６． 東予港四電裏埋立地に関しての考察 

東予港四電裏埋立地の概要 
 

 

 

施設名 東予港四電裏埋立地 

所在地 西条市喜多川 853 番 4 地先 

埋立者 四国電力⇒愛媛県 

免許 昭和 26.3.2 に四国電力が埋立免許（376,675 ㎡） 

（昭和 38 年に火力発電所用地完成） 

昭和 53.3.28 に四国電力から無償譲渡された 

（上記面積のうち、未竣功の 101,047 ㎡部分） 

譲渡経緯 四国電力が火力発電所の石炭灰の処分用地として埋立免許を受け外周

護岸を施工したものであるが、石炭から重油への燃料転換が行われて埋

立地が不要となったため 

面積 土地(㎡) 101,047.00 建物(㎡) - 

埋立地の用途 雑種地、道路用地、護岸敷 

都市計画上の用途 工業専用地域 
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埋立状況 東予港西条地区の泊地浚渫土、平成16年秋の台風災害による土砂の受

け入れの投入により埋立を実施した。 

その結果、埋立はほぼ完成しており、間もなく竣功予定である。 

位置図 

竣功期限 平成 27 年 3 月 31 日 

 
（意見）東予港四電裏埋立地について 
東予港四電裏埋立地については、埋立者としての地位は四国電力から譲り受けてはいる

が、未だ竣功していないため土地として登記もなされておらず、当然財産台帳にも記載さ

れていない。確かに登記がなされていない以上所有権は確定しておらず、使用に供するこ

ともできないのであるから公有財産として計上すべきものであるかどうかの疑問は残る。

しかしながら、竣功間近であるにもかかわらず、10 万㎡もの埋立地の存在について庁内に

おいても限られた人間しか把握できておらず、一般の県民においては関係者以外にその存

在を知っている人間は皆無に等しいであろう。監査人としてはその様な状況であることに

疑問を感じる。 

県の方針としては、当該埋立地は売却の予定であり、現時点でも引き合いはあるとのこ

とである。もちろん県の財政状態を考えると売却して収入を得ることは好ましいことであ

る。ただ、必ずしも竣功後すぐに売却できるとは限らない。その場合 10 万㎡もの土地が長

期間にわたって未利用財産となることも十分に考えられる。そこで竣功前（簿外の状態）

であってもホームページやパンフレット等で、その存在を広く一般に周知しておくことが

望ましいのでなかろうか。また、売却に限定せず自ら使用することも含めて、以下に示し

たような幾つかの可能性について検討しておくことが必要ではなかろうか。 

①第三者へ売却する 

②自ら何らかの形で利用する 
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③第三者へ賃貸する 

④元々四国電力から譲り受けたものであるので、四国電力と共同で利用する 

 



 

182 
 

第４章 監査の総括 

地方自治体の財政は、全国的に厳しい状況に陥っている。愛媛県においても平成 23

年度では、普通会計における借入金残高はついに１兆円を超え、経常収支比率は前年

度と比較すると 2.5 ポイント上昇して 90.1％と一層厳しい状況になっている。 

総務省は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」によって、健全化判断比率

の公表を義務付けた上で、具体的な資産・債務改革に取組むよう求めており、いよい

よ地方自治体は自らの力で財政健全化を図る必要に迫られている。 

県の公共施設は、高度経済成長時に整備されたものが多く現在老朽化の問題に直面

しており、今後、建替えや大規模改修に係る多額の維持更新費用が必要となる。しか

しながら、平成 24 年度から平成 26 年度までの３年間の財源不足額は、▲385 億円と

再び拡大に転ずることが見込まれ、依然として厳しい財政状況が続くと想定されてい

る現在の財政状況下においては、県有施設の建て替えが今後一層困難な状態になって

くると予想される。 

このため、既存施設の用途変更や大規模な模様替え等の有効な利活用を検討する必

要が出てくる。また、計画的な改修を行うことなどにより施設の長期的な使用を可能

にし、将来的な更新需要を抑制しながらも、県民のコンセンサスを得た上でできる限

りサービスの低下を防いでいくことが課題となっている。 
現在、施設の保全は、所管部課あるいは施設ごとに管理されており、県単位で統一

して行われてはいない。また施設の不具合が生じた場合に対応するという対処療法的

な対応が中心となっている。 
維持管理費用の総額を低減、圧縮するにあたり、一つの部門にて横断的に土地や建

物を総括できるような体制づくりを行い、各所管は本来の運営・管理を中心に行うな

ど、公共施設の事業運営管理と施設維持管理が、効率的に機能し合う体制を構築する

ことが今後の課題である。 

「財政健全化基本方針」において「遊休県有財産の売却や貸付による利活用」が掲げ

られているとおり、県は厳しい財政状況にも鑑み、全庁挙げて歳入歳出両面にわたる

徹底的な見直しを行い、財政健全化に取り組んでおり、平成 12 年度以降、積極的に

県有財産の売却が実施されてきた。 

しかしながら、このような売却実績が今後も同様にあげられると言う保証はない。

過去の積極的な売却実績を見ても、金額の大きな県有地については、処分しやすい資

産はほぼ売却し終わった感もある。もちろん今後とも不必要な県有地に関しては売却

の努力は必要であるが、処分が困難な物件に関しては県としては売却ではなく、何ら

かの利用方法の検討も必要になってきていると思われる。 

このため「見直すべきところは見直し、投資するべきところは積極的に投資し、活用で

きるものは最大限活用する」という、資産経営における戦略的な仕組みづくりが必要とな

る。 
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以上のような状況を踏まえて、ここではこの報告書で問題提起した内容で特に重要

と思える事項について総括として再度簡単に述べていきたい。 

 

①職員住宅に関するコスト情報の把握について 

現行、県では職員住宅の供給過剰、統廃合に関する課題は認識するものの、諸般の

事情で当面統廃合を見送り維持していく方針である。ただ、職員住宅の維持にかかる

コストと土地の処分による売却収入を得る機会を逸することを考慮すれば、このまま

維持することが却って経済的でないことは明らかである。また「職員住宅・独身寮の

維持管理方針について」（平成 19 年 12 月 26 日制定）の４．社会情勢の変化等（２）

県財政の悪化等において『今後は費用対効果を念頭に、更なる施設の適正な維持管理

が求められている。』とあるにもかかわらず、各施設のコスト情報が現状では把握で

きていない。将来的な検討の大前提としての、各職員住宅の維持にはどのくらいのコ

ストがかかっているのかということが不明なままで、どのように費用対効果を判断し

て意思決定を行うのか疑問である。このため、今後の厳しい財政事情等も踏まえて、

コスト情報を一覧として把握することが必須条件となる。 

まずは、職員住宅別に行政コスト計算書を作成するなど、コスト情報を把握するう

えで有用となる資料を作成し、職員住宅別にどれだけの維持・運営コストがかかるの

かを把握する必要がある。 

なお、教職員住宅においても同様に費用対効果を判断して意思決定を行うことが望

まれる。 

 

②財産台帳と登記の照合、未登記物件の把握について 

財産台帳と登記の内容に齟齬が生じていないか及び未登記物件の有無について把

握しているかどうかについて県に確認したところ、「登記については、国土調査によ

る地積更正、測量、新規取得、譲与等に伴う分筆など、異動が生じた場合にその都度

登記し、財産台帳へ登記事項証明等をもとに異動内容を反映させているが、従前から

異動のない物件については、台帳に登載されている地番、地目と登記簿との現況確認

については、特に行っていないので、未登記や内容に違いのある物件については把握

できていない」とのことであった。 

財産台帳に記載する土地の面積は、「財産台帳に記載する土地の面積は、登記簿に

記録されている面積とする。」と規則で定められている以上、登記簿に記録されてい

る面積でなければならない。ただ現実問題として財産台帳の内容と現物の内容とが相

違しているものがある。このため、台帳の記載状況と実際の登記内容が異なっている

可能性及び未登記物件が存在している可能性がある。 

平成24年９月30日現在での財産台帳システムの土地内訳データを検討してみると、

480 件の登記年月日「不明」の物件が存在している。確かに、現行の登記制度におい
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ては、実際の登記においても登記年月日不明であることもあるので、この記載が正し

い可能性もあるが、登記漏れや登記に従い台帳記載事項を修正しなければならない事

項の存在についても否定できない。 

県においては、膨大な土地を保有しており、すべての物件について直ちに未登記の

ものがないか、登記と台帳登載の内容について齟齬がないか調べるかは難しいことは

理解できるが、プライオリティを決めて重要なものから順次調査し、登記誤り・登記

漏れの有無を確認していくことが必要である。 

 

③未利用財産の一元管理の必要性について 
県は、未利用財産については、「遊休県有地売却処分の基本方針」にて、処分方針

を定めているが、「売払い処分対象県有地一覧」にある物件に関しても多くはもとも

との所管課により管理されている。愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則第

13 条第 2 項によると、『普通財産の管理責任者は総務部長であり、ただし、知事にお

いて総務部長が管理することを不適当と認める普通財産については、知事の指定する

部局の長が管理しなければならない』となっている。ところが、現実には多くがこの

「ただし書き」が適用されており、所管課の管理にとどめ置かれていて、規則の本来

の趣旨とは異なった状況になっている。 

そのため、総務管理課が公有財産に関する事務の総括を担い、網羅的に処分可能資

産を洗い出せる仕組みを構築して、全庁的観点に立った遊休県有財産の処分・管理計

画を策定し、総務部長のもとで一元管理すべきである。 

また、未利用であっても報告漏れとなっている可能性もあるので、将来的には一度

外部の専門家等も交えたプロジェクトチームを結成して全庁の各所管が所有する公

有財産を調査して、未利用もしくは低利用の公有財産を洗い出してみてはいかがであ

ろうか。 

 

④全庁的な耐震対応の取り組みの必要性について 

庁舎及び公共上必要な建築物については、「愛媛県耐震改修促進計画」のなかで平

成 27 年度末までには耐震化の目標を 80％とすることが定められている。その対策を

行うに当たっては、耐震対策手法のほか、庁舎のあり方や、必要な庁舎機能や規模等

も合わせて広い見地で検討することが必要である。ただし、県の現状は、各所管レベ

ルでの取り組みにとどまっており、耐震診断すら行われていない公共施設や、警察公

舎などのように財源を理由として、耐震改修に必要な予算が割り当てられていないケ

ースも生じている。 

もちろん財政の厳しい中において、政策には優先順位がつきものである。しかし、

東日本大震災以降防災の必要性が叫ばれており、「南海トラフの巨大地震に関する津

波高、浸水域、被害想定」の発表や、耐震改修を義務化する方向性にある中では、全

庁的な取り組みとして耐震化の優先順位をこれまで以上に高め、他の経費の削減や遊
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休資産の売却、借入などの資金調達の方法についても多様な選択肢の中から議論し、

実施時期などに関しては全庁的な進行管理を行い、耐震改修の促進を進めていくこと

が必要である。 

 

⑤本庁舎・地方庁舎及び警察署における耐震対応の必要性について 

県庁の本庁舎・地方局庁舎は、災害時においては災害対策の中枢部門になることが

予想される。それらの庁舎等が倒壊等の被害を受ければ、支援や救援の指揮をとるべ

き機能が当面失われることが予想され、復旧・復興への支障をきたすこととなり、保

管されていた支援物資等も提供できなくなる場合も考えられる。また、県においても

かなりの職員が無事であることを前提として防災計画が策定されていることを考慮

すると、災害が発生した時にすぐ行動できる職員を一人でも多く確保することは非常

に重要なことである。 

このため、県民の生命、身体及び財産を災害から守るためにも、また県民生活や地

域の社会経済活動への影響を最小化するためにも、本庁舎及び地方庁舎に関しては早

急に耐震対応を実施することが必要である。 

また、警察署は、災害が生じた場合、緊急交通路確保、被害状況調査、救出救助、

負傷者搬送、秩序維持など、非常に重要な役割を果たすべき機関であり、その拠点と

なるべき場所である。災害時においては災害対策の中枢部門になることが予想される

警察署が倒壊等の被害を受ければ、支援や救援の指揮をとるべき機能が当面失われる

おそれが想定され、復旧・復興への支障をきたすこととなる。 
特に南予地域は、南海トラフ巨大地震が生じた際には、甚大な被害が生じることが

予想される。このため警察署についても、耐震対応を早急に検討することが必要であ

る。 
 

⑥老朽危険空き家の撤去等について 

現在各地の自治体においては、老朽危険空き家対策に頭を悩ませており、条例も制

定されている。ところが県においては、用途廃止された多くの施設に関して、基本的

には建物も合わせて売払いをしていく方針のため、現在のところ撤去は計画されてい

ない。 

ただ本県は南海トラフ巨大地震の影響も想定されている状況であるため、耐震対策

等がなされていない物件が今後も放置されることは大いに問題であると言わざるを

得ない。愛媛県危機管理計画において「危機の発生防止や発生した場合の被害を最小

化するためには、『危機の発生防止対策』、『危機の発生を前提とした対策』を日頃

から十分検討しておく必要がある。」と指摘している。このため、危機の発生防止対

策のためにも県民の安心・安全の観点から、用途廃止された多くの施設の撤去に関し

て早急に対策を検討する必要がある。 
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⑦未利用県有財産の有効利用に関しての考察として 
県では、遊休資産の処分を目的として、「売払い処分対象県有地一覧」を公開して

いる。ただ、この処分対象県有地の視察を行ったところ売却処分は困難ではないかと

思われる物件も見受けられる。地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第 8 条（財産

の管理及び運用）において「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを

管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」

と規定されている。このため、処分困難な遊休資産に関しては、当面自治体自身での

活用を検討していくことが必要と思われるが、現在その所有の目的に応じて最も効率

的に、これを運用出来ているとは到底考えられない。 

そこでこのような物件に関しては、例えば、県自らが太陽光発電事業（メガソーラ

ー発電所）を行うような活用も検討してみてはいかがであろうか。これはあくまでも

活用方法の一例に過ぎない。何より大事なことは県が積極的に未利用県有財産を有効

利用しようとする意識である。「常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の

目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない」と言うことを実践して

いく姿勢が大切である。 

 

⑧元農業試験場・南町駐車場に関しての考察として 

県は、平成 15 年８月、県民文化会館南側（南町１丁目・２丁目）に約 19 億５千万

円の資金を投じて 10,212 ㎡の土地を購入した。観光拠点である松山城と道後温泉の

動線上に位置する地域特性から、ここに文化交流施設を整備し賑わいをもたらそうと

いう意図からである。 

ところが実際は、財政難を理由として、一棟の建物の建設も行われず計画は凍結さ

れたままとなっている。既に購入した土地は、駐車場としての利用しかなされないま

ま９年という年月だけが経過してしまった。この不安定な状況がいつ終わるのか、現

在のところ明らかにはなっていない。 

このため、県が今果たすべきことは、①愛媛県文化交流施設整備基本構想（基本構

想）が生きているのかどうかについて明らかにすることであり、②生きている場合は

実行可能性のある具体案を示し行動に移すことであり、③基本構想が生きていない場

合は新たな利用計画を策定するか処分を検討することである。ただ、いずれを取るに

しても、県は、新たな意思決定を広く県民に明らかにする必要がある。県民文化会館

周辺地について、今後の利用方法あるいは処分方法を明らかにすることが、今後の政

策の執行の正当性を高めることになるであろうし、何より、県民の便益が長期に渡り

損なわれてきたことへの県の果たすべき責務であろうと思われる。 

また、地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）第８条（財産の管理及び運用）にお

いて「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目

的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。」と規定されている。し

かし、これらの物件に関して見てみると、その所有の目的に応じて最も効率的に、こ
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れを運用出来ているとは言い難い。このため、地方財政法の趣旨を可能な限り反映さ

せるよう努力していただきたい。 

県民文化会館周辺地の問題については、平成 17 年度包括外部監査結果報告書にも

記されている。報告書自体は、今後の土地取得のあり方に対して警鐘を鳴らしたもの

であって、県民文化会館周辺地を今後どのようにすべきかということに言及している

訳ではない。しかし、県民文化会館周辺地の取得とその後の事業の凍結を契機として

書かれたものである以上、「多様化、高度化した県民の行政に対するニーズに的確に

対応するためには、多くの県民からの意見を聴き、県民の立場に立って何が県民にプ

ラスになるかを真摯に考え、県政が対応できる最大限の方策を導き出し、速やかに実

行していくこと」という趣旨からすると、未利用財産であることの観点からも受け止

めるといった姿勢が必要だったのではないかと思われる。 

なお、南町１丁目土地の南東部分は幅約２メートル奥行約 20 メートルの土地が存

在している。実地調査で訪れた際には、不法投棄された自転車や家電製品が見られた。

駐車場管理者は、不法投棄された自転車に貼り紙をするなどの注意喚起を適宜行って

はいたが、ここは駐車場からは死角となり奥まで見通しにくい。また、駐車場も管理

人が常駐している訳ではないので、常時監視はされていない。 

監査人が実地調査で発見して担当者に注意を促した結果、県も駐車場管理者に対し

て不法投棄物の撤去及び再発防止策についての対抗策を講じるよう指示を行い、現在

は不法投棄された物品も撤去されてはいる。ただ、今後も駐車場管理者と連携し、不

法投棄だけでなく、不測の事態が起きないように継続的に注意していくことが必要で

ある。
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 最後に、この報告書で問題提起した内容（指摘 14 件、意見 28 件）は愛媛県にとっ

て重要なことだと思われる。もちろん限られた時間のなかで実施した監査であり、必

ずしも全ての問題点を網羅できている訳ではない。また、未利用となっている公有財

産はこれ以外にも存在していると考えられる。しかしながら、それでもなおこれだけ

の問題点が提起されたことを認識していただきたい。今後これらの問題点に関しては

十分に検討した上で、改善を図っていくことが大切である。また、全ての問題点を網

羅できている訳ではないという認識のもとで、この報告書で提起された問題だけとい

ったように範囲を限定せず、その本質において同様もしくは類似の問題点やそこから

派生する問題点があれば積極的にその改善に取り組んでいっていただきたい。「失敗

した時は、それを隠すのではなく積極的に明らかにするとともに、失敗に対する県民

等からの声を受け止め、速やかに対処し、再発防止策を実行することで、失敗を成長

の糧に変える」ように期待している。 

 

 

 

以  上 
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（参考）意見及び指摘事項の一覧 

本報告書において記載した意見及び指摘事項の一覧を参考情報として表形式で掲載した。 

区　　分 意見/指摘 項　　　　　目 ページ

意見 県有財産処分地の入札について 36

意見 職員住宅の計画的な統廃合について 42

意見 職員住宅の入居条件の設定について 43

指摘 職員住宅に関するコスト情報の把握について 43

指摘 離職者の住居確保のための職員住宅の活用について 45

意見 教職員住宅の計画的な統廃合について 48

意見 教職員住宅に関するコスト情報の把握について 48

意見 公有財産の実地調査について 57

意見
財産台帳の調製における現物との照合及び全庁的観
点からのファシリティマネジメントの必要について

58

意見 財産台帳の価格設定について 60

指摘 財産台帳と登記の照合、未登記物件の把握について 61

意見 売却可能資産の適切な表示について 62

指摘 未利用財産の一元管理の必要性について 71

指摘 全庁的な耐震対応の取り組みの必要性について 75

指摘
本庁舎及び地方庁舎における耐震対応の必要性につ
いて

78

指摘 警察署における耐震対応の必要性について 86

意見 えひめ国体における施設整備について 88
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区　　分 意見/指摘 項　　　　　目 ページ

意見
テクノプラザ愛媛、愛媛県産業情報センターの将来的
な方向性として

95

意見 繊維産業技術センターの有効活用策の検討 97

意見 職員運動場の有効活用の検討 99

意見 愛媛県研修所の廃止等の検討 105

意見 国立公園鹿島休憩所の譲与について 107

意見 南予レクリエーション都市公園の今後について 110

意見 伊方原発・県オフサイトセンター移転について 115

意見
元天伸寮・元向陽寮・元蒼社寮・元ひうち寮の処分計
画の件

120

指摘 老朽危険空き家の撤去等について 121

意見 元今治独身寮敷地の処分について 124

意見 旧愛媛県立東予青年の家の処分について 126

意見 旧四国中央職員住宅の境界確定及び処分について 128

意見
旧新居浜保健所長公舎に関して新居浜市との早急な
解決について

129

意見
元松山西中等教育学校校長公舎の早急な売却処分
について

132

指摘 老朽危険空き家の撤去等について 135

指摘 元防空監視哨所管換等について 136

意見
愛媛県障害者更生センター（道後友輪荘）の運営につ
いて

137

指摘 遊休地・公共施設等の有効活用について 140

指摘 愛媛県文化交流施設整備基本構想の取扱いについて 163

意見 過去の包括外部監査に対する対処について 164

指摘 元農業試験場本館建物について 165

指摘 南町1丁目土地について 165

意見 モニタリングシステムについて 178

意見 他の施設へのＰＦＩ手法の利用について 178

意見 東予港四電裏埋立地について 180
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